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C

C:案件ご
とに関係
部署と打
合せをす
ることで、
必要な調
整を完了
すること
ができ、
目標水
準を達成
したため
です。

今後、必要に応じ
て引越し関連部会
全体で集まり、情報
共有等を行いま
す。
また、本町田地区・
南成瀬地区だけで
なく、他地区の統合
に向けた移転準備
等も併行して行って
いきます。

5月に学校及び庁内の関係部署を
集め、新たな学校づくり作業部会
引越し関連部会を行い、スケジュー
ルの共有や役割分担の確認を行い
ました。
また、該当の学校に対して、現在配
備されている各物品の移転・廃棄
等の選定及びリストの作成等を依
頼しました。

学校で精査した結果の
物品リストを確認し、各物
品に対する学校側の移
転・廃棄等の意向につい
て、各所管部署に情報
共有します。

本町田地区・南成瀬地区の「引越し関連部
会」を５月に開催し、学校及び関係部署とスケ
ジュール感や役割分担の共有、意識の醸成
を図ることができました。その後は統合に向け
ての必要な業務や調整を、関係部署や学校と
連携しながら順調に推進できており、統合校
の移転物品の精査や、予算要求等を行いまし
た。
案件ごと個別に関係部署や学校と打合せを
することで、全体で集まることなく効率的に準
備を進めることができました。
また、引越しに向けた準備で漏れが生じない
ように、具体的な準備の内容と実施時期、担
当部署等をまとめた「確認事項一覧」を作成し
ました。

1回

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

従来実施してきた
点検評価に加え、
教育委員会内の会
議体である企画調
整会議等を活用
し、環境や社会の
変化を的確に捉え
ながら、「町田市教
育プラン24‐28」を
推進していきます。

2

経
営
改
革
プ
ラ
ン

学校事務職員
体制の見直し

学校事務業務の質の向上と事務の効率化のため、
正規職員によるグループリーダー制を導入し、グ
ループ内のフォロー体制を強化するとともに、正規
職員、再任用職員の配置から会計年度任用職員
へシフトします。2024年度から、現行の6グループ
制を4グループ制に移行するため、運用要領等を
定め、学校への周知を行います。

①新たな学校事務職員
体制について検討する
会議の開催回数

②学校事務職員におけ
る正規・再任用の職員数

①年2回

②20人
○

新たな市事務職員体制について検
討するため、検討チームを設置し、
７月に第1回検討会を開催しまし
た。会議では、2024年度から現状
の6グループ制から4グループ制へ
移行することに伴い、グループ内で
の正規職員、再任用職員、会計年
度任用職員のそれぞれの役割等に
ついて整理し、検討を行いました。

11月下旬に第2回検討
会
2月頃に第3回検討会を
開催し、運用要領等を定
め、学校へ周知する予
定です。

①新たな市事務職員体制について検討する
ため、3回検討会を開催しました。検討会で
は、学校事務業務の質の向上と事務の効率
化を図るため、2024年度に現状の6グループ
制から4グループ制へ移行することに伴い、グ
ループ間のフォロー体制の検討やグループ
内での正規職員、再任用職員、会計年度任
用職員のそれぞれの役割等について整理を
行いました。その内容を運用要領等に定め、
学校へ周知しました。

①年3回

②19人
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

各職種の役割を基
にグループが適正
に機能しているかを
確認し、適宜支援
を行います。

1

個
別
計
画

(仮称）町田市
教育プラン
2024-2028の
策定

現行の教育プランの進捗状況、社会環境の変化、
町田市の児童生徒・保護者・教員のニーズ等を踏
まえ、教育目標・基本方針・施策・重点事業からな
る「(仮称)町田市教育プラン2024-2028」を策定しま
す。

「(仮称)町田市教育プラ
ン2024-2028」の策定

計画
類型

第7回町田市教育プラン策定検討
委員会を5月に開催し、外部のアド
バイザー3名から原案について助
言をいただきました。
6月には教育委員会第1回協議会
の場で教育委員から意見をいただ
き、8月の教育委員会第5回定例会
にて町田市教育プラン24‐28（原
案）の承認を得ました。その後、9月
議会で原案について報告を行いま
した。

10月にパブリックコメント
を実施し、その結果を12
月議会で報告します。
2月の教育委員会第11
回定例会に「町田市教
育プラン24-28（案）」を
上程し、プランを確定さ
せ、その内容を3月議会
で報告する予定です。

10月にパブリックコメントを実施し、その結果に
ついて、11月の第８回町田市教育プラン策定
検討委員会、教育委員会第３回協議会で協
議し、12月議会で行政報告を行いました。
また、1月の第9回町田市教育プラン策定検討
委員会、教育委員会第4回協議会で、「町田
市教育プラン24－28」の最終案を協議し、3月
の教育委員会第12回定例会に上程し、プラン
を確定させ、3月議会にて行政報告を行いま
した。
策定した内容について、概要版を作成し、広
く市民に周知しました。また、新しい「町田市
教育プラン24－28」を浸透させ推進するため、
町田市立小中学校の全教員を対象に概要版
を配布しました。

策定・公表策定・公表 ○

3

個
別
計
画

本町田地区・
南成瀬地区に
おける統合校
への物品等の
移転、整備に
向けた準備

2025年4月から統合校で授業を開始することを予定
している「本町田地区（本町田東小・本町田小・町
三小）」と「南成瀬地区（南二小・南成瀬小）」におい
て、担当者連絡会新たな学校づくり作業部会引越
し関連部会を開催し、物品等の移転や整備に向け
た準備を行います。

※2023年度から「担当者連絡会」が「新たな学校づ
くり連絡調整会議」の作業部会である「引越し関連
部会」として位置づけられたため、修正しました。

担当者連絡会新たな学
校づくり作業部会引越し
関連部会開催数

※2023年度から「担当者
連絡会」が「新たな学校
づくり連絡調整会議」の
作業部会である「引越し
関連部会」として位置づ
けられたため、修正しま
した。

2回 ○

部課名 学校教育部教育総務課

課の使命

○教育委員会の活動について積極的に情報提供し、教育行政について周知を図ります。
○教育委員が円滑に活動できるように教育委員への情報提供・支援を行います。
○教職員が学校運営を円滑にできるよう支援します。
○事務局内の総合調整を図り、業務の円滑な執行を図ります。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

マニュアルや年間業務ス
ケジュールの共有方法
について、より効率的な
方法を検討します。また
年度末までにマニュアル
の見直しを行います。

年間業務スケジュールやマニュアルについて
見直しを行いました。
また、業務マニュアルについては1か所に集
約するフォルダを作成し、継続的に活用でき
る仕組みとしました。

見直し C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

業務マニュアルの
場所や年間スケ
ジュールについて
情報共有できる体
制を継続していきま
す。

6 -

継続的で効率
的に業務遂行
できる環境の
整備

継続的で効率的に業務遂行できるよう、年間業務
スケジュールを随時見直すとともに、業務マニュア
ルを整理します。また、情報の共有がしやすくなる
よう、保存場所のルールづくりなど体制を整えま
す。

マニュアル、年間業務ス
ケジュールの見直し

見直し ○

課のファイルサーバーにマニュアル
を一か所に集約するフォルダを作
成し、共有化を図りました。
マニュアル及び年間業務スケ
ジュールについて9月に見直しを行
いました。

5 -

ストレスチェッ
クの分析結果
を活用する支
援

教職員のストレスチェック集団分析結果の活用を支
援するため、産業医や保健師が学校訪問し、直接
結果を報告し、活用に向けての助言等を行いま
す。

学校訪問数
6校
（累計62校）

○

7月にストレスチェックを実施し、受
検率は84.2％でした。
9月に集団分析結果を全校に配布
し、2校訪問しました。

4

経
営
改
革
プ
ラ
ン

学校教材費等
の徴収管理業
務の促進

学校教材費等について、2023年度から市が徴収管
理をすることに伴い、効率的で適切な徴収を行うた
め、口座振替未登録者へ口座登録を促していきま
す。

口座振替登録の登録割
合

総児童・生徒
数の95％

△

2023年度から市が徴収管理をする
ことに伴い、口座振替登録を促しま
した。
また、8月に学校教材費等の利用
申込が済んでいない保護者に向け
て手続きの案内を行った際に、口
座振替の登録案内も行いました。
第１期請求時点での口座振替登録
の登録割合は、約86.6％です。

口座振替未登録の保護
者へ納入通知書発送時
などに合わせて口座登
録を促していきます。

8、10、11月に、学校教材費等の利用申込が
済んでいない保護者に向けて手続きの案内
を行った際に、口座振替の登録案内も併せて
行いました。また、各期の未納者に対する督
促の際に、口座振替の案内チラシを同封する
ほか、「まちだの教育」への掲載による案内も
行いました。
公会計化に伴い、口座振替可能な金融機関
を17に増やしました。
また、学校教材等の利用申込や口座振替申
込については、電子申請による受付も行って
います。電子申請ができることで、保護者に
とっての利便性の向上と、学校側のとりまとめ
等の作業負担の軽減に繋がっています。

87%

C

C:口座
振替を希
望する保
護者の
利便性を
向上する
ことがで
き、目標
水準を達
成したた
めです。

学校教材費等の徴
収管理を市が行うこ
とについて、十分に
理解を得られるよう
にすると共に、支払
方法としての口座
振替の案内を引き
続き行っていきま
す。

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

今後も継続して、教
職員の安全と健康
を確保するための
支援を行います。

4校訪問し、管理職や衛
生委員会等にストレス
チェックの集団分析結果
を報告する予定です。

8校（累計65校）に訪問を行い、ストレスチェッ
ク集団分析結果を活用した職場環境改善の
取り組みに向けた助言を行いました。また、学
校訪問時、衛生推進会議への出席、職場巡
視、健康診断の事後措置についての相談、
医師面談等も行い、安全衛生活動の支援を
行いました。

（※全校に訪問を行い、希望校には複数回訪
問して支援を行いました。）

8校
（累計65校）



順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 学校教育部新たな学校づくり推進課

課の使命 少子化や学校施設の老朽化といった問題に対応しながら、未来の子どもたちにより良い教育環境をつくるとともに、学校を地域活動の拠点としてより利用しやすい場所にしていく取組みを計画的に推進する。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

①2023年6～7月に、本町田、南成
瀬、鶴川（鶴川東・西地区合同開
催）、南第一小学校地区において、
「新たな学校づくり説明会」を計8回
（各地区2回）開催しました。
また、説明会参加者から寄せられ
た質問を取りまとめ、回答を市ホー
ムページに公開しました。

②本町田・南成瀬・鶴川東・鶴川西
地区は2023年5月に、南第一小学
校地区は2023年7月に、「新たな学
校づくり基本計画推進協議会」を設
置しました。各地区、新たな学校づ
くり基本計画に基づき、計画の進捗
状況の確認や歴史の継承方法、新
たな小学校の校歌・校章の作成に
向けた検討を行っています。

①説明会でのご意見等
を踏まえ、入学説明会や
学校公開日等に保護者
へ検討状況の周知や説
明を行います。

②引き続き、「新たな学
校づくり基本計画推進協
議会」において、通学の
安全対策や荷物の負担
軽減策の進捗確認や、
児童の事前交流などの
支援の検討を行っていき
ます。

①2023年6月から7月に、本町田、南成瀬、鶴
川（鶴川東・西地区合同開催）、南第一小学
校地区において、「新たな学校づくり説明会」
を計8回（各地区2回）開催しました。
また、説明会参加者から寄せられた質問を取
りまとめ、回答を市ホームページに公開しまし
た。
その後、10月から11月に、2025年度から通学
先の変更となる2校（本町田東小学校、南第
二小学校）に計6回説明会を実施しました。
また、説明会に加えて、保護者からの声を受
けて、個別相談会を計3回実施しました。

②本町田・南成瀬・鶴川東・鶴川西地区は
2023年5月に、南第一小学校地区は2023年7
月に、「新たな学校づくり基本計画推進協議
会」を設置しました。各地区、新たな学校づく
り基本計画に基づき、協議・検討を進めまし
た。
2025年度に統合を行う本町田地区・南成瀬地
区においては、校歌・校章の制作依頼先や意
見募集の方法について協議・検討を行いまし
た。その結果を踏まえ、2023年10月に制作依
頼先を決定しました。その後、当該依頼先及
び協議会委員の協力を得ながら、児童や地
域への意見募集を実施しました。
また、歴史の継承については、本町田地区・
南成瀬地区において、校舎内外の様子をVR
技術を活用して保存することを決定し、2024
年2月に保存作業を実施しました。
なお、鶴川東地区については、新校舎建設の
設計を進める中で、鶴川第二小敷地内の土
砂災害特別警戒区域の安全対策を行う必要
があるため、新校舎建設スケジュールの見直
しを行っています。そのため、新校舎使用開
始目標年度を2029年度から2033年度以降に
変更します。

①計１7回

②設置・運
営、具体的な
取り組みを決
定

①計4回

②設置・運営
◎ B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①直接統合に関係
する保護者世代に
向けて、より広く情
報を伝えることがで
きるよう、様々な方
法を活用して周知
します。

②各地区の新たな
学校づくり基本計
画に基づき、統合
へ向け必要な事項
について、推進協
議会で協議・検討
をし、取り組みを進
めます。
鶴川東地区につい
ては建設スケ
ジュールを見直した
ことによる影響や課
題を洗い出し、対
応策を検討します。
また、児童や保護
者、地域への周知
を行います。

2

個
別
計
画

PFI方式で整
備する新たな
学校の運用体
制の実現

①要求水準書（一般的な委託業務等における仕様
書に相当するもの）の作成に向けて、「新たな学校
の運用体制」で示した目指す姿を実現するため、
実施体制や内容を具体化します。

②本町田地区、南成瀬地区の事業者選定に向け
た要求水準書の作成等、公募準備を行い、2024年
3月に公募を開始します。

①実施体制や内容の検
討

②事業者の公募

①実施体制や
内容の取りま
とめ

②公募開始

○

①新たな学校における運営業務と
して、学校施設活用、児童の放課
後活動の提供、ラーニングセンター
運営などの実施を事業者に求める
実施方針、要求水準書（案）を作成
しました。

②2023年8月21日に実施方針、要
求水準書（案）を公表しました。

①公表した実施方針、要
求水準書（案）に対する
事業者からの意見を踏ま
え、要求水準書の内容を
確定します。

②要求水準書を含む募
集要項等を2024年1月に
公表し、事業者の公募を
開始します。

①新たな学校を児童、教員、地域の方にとっ
てより良いものとするため、学校施設活用、放
課後の体験・活動の提供、ラーニングセン
ター運営など新たな価値を生み出す業務や
教員の負担軽減を踏まえた実施方針及び要
求水準書（案）を作成、公表しました。1月には
事業者からの意見を踏まえて、要求水準書を
確定しました。

②2024年1月15日に要求水準書を含む募集
要項等を公表し、事業者の公募を開始しまし
た。また、市内事業者が本事業に参加する機
会を増大するため、参加を希望する市内事業
者の情報を掲載した「市内事業者リスト」を町
田市で初めて導入しました。

①実施体制や
内容の取りま
とめ

②公募開始、
「市内事業者
リスト」の作成

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き事業者の
選定を進め、2024
年9月中に事業者と
契約します。

1

個
別
計
画

新たな学校づ
くりの推進

①新たな学校づくりの進捗や今後について、説明
会を実施します。

②「町田市新たな学校づくり基本計画」に基づき、
本町田地区・南成瀬地区・鶴川東地区・鶴川西地
区・南第一小学校地区の「新たな学校づくり基本計
画推進協議会新たな学校づくり推進会」を設置・運
営します。
※会議体名称変更のため修正しました。

（参考）5地区スケジュール
【本町田地区（町田第三小、本町田東小、本町田
小）】
統合：2025年度（本町田東小、本町田小）、2028年
度（町田第三小）
新校舎使用開始：2028年度
【南成瀬地区（南第二小、南成瀬小）】
統合：2025年度
新校舎使用開始：2028年度
【鶴川東地区（鶴川第二小、鶴川第三小）】
統合：2026年度
新校舎使用開始：2029年度
【鶴川西地区（鶴川第三小、鶴川第四小）】
統合：2026年度
新校舎使用開始：2029年度
【南第一小学校地区】
新校舎使用開始：2030年度

①説明会の実施

②「新たな学校づくり基
本計画推進協議会（仮
称）新設小学校新たな学
校づくり推進会」の設置・
運営
※会議体名称変更のた
め修正しました。



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

3

個
別
計
画

従来方式で整
備する新たな
学校の運用体
制の実現

PFI方式による維持管理・運営業務と同等のサービ
スを従来方式でも実施するため、「新たな学校の運
用体制」で示した目指す姿を実現するため、実施
体制や内容を具体化します。

実施体制や内容の検討
実施体制や内
容の取りまとめ

○ C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続きPFI方式に
よらない民間事業
者への委託方法等
の検討を行うととも
に、内容や仕様の
検討を進めます。

4

個
別
計
画

新たな学校づ
くり推進事業
の推進

①2024年度に「新たな学校づくり基本計画検討会」
の設置を予定している小山田地区と薬師・金井地
区において、児童・生徒の保護者及び未就学児の
保護者、地域の方を対象とした意見交換会を実施
します。

②新たな学校づくり推進事業の認知度を向上する
ため、広報紙の発行や地域への説明などを実施し
ます。

①意見交換会の実施

②広報紙の発行・広報
活動回数

①実施

②18回
○

①意見交換会の開催に向けて、学
校・保護者・地域の代表者へ推進
計画や今後の進め方について説
明を行いました。

②広報紙を14回発行し、大型ビジョ
ンへの掲示やキッズページの公開
を行いました。
また、町内会・自治会や青少年健
全育成地区委員会、民生委員児童
委員協議会からの要望等に応じて
個別に説明を行いました。
【広報紙発行実績】
・まちだの新たな学校づくり通信（5
地区各号）　2023年4月28日発行
・まちだの新たな学校づくり通信（5
地区各号）　2023年9月15日発行
・まちだの教育特別号　2023年7月
3日発行
・まちだの教育112号　2023年9月
23日発行
・広報まちだ　5月15日号
・広報まちだ　9月15日号
【その他広報活動実績】
・大型ビジョン放映　2023年5月～
・きっずページ公開　2023年9月20
日～

①学校・保護者・地域の
代表者への説明を継続
し、意見交換会を実施し
ます。

②広報活動や地域への
説明などを継続します。

①意見交換会の開催に向け、小山田地区、
薬師・金井地区において、地域の代表者等へ
推進計画や今後の進め方についての説明を
行いました。
小山田地区については、令和5年（2023年）第
3回町田市議会定例会において、「小山田小
学校の廃校時期見直しの議論を求める請願」
が採択されたため、2023年度に予定していた
意見交換会は中止しました。請願採択時にお
ける議会の意見を踏まえ、地域等との意見交
換を開始しました。
薬師・金井地区においては、2024年2月に児
童・生徒の保護者及び未就学児の保護者、
地域の方を対象とした意見交換会を計4回実
施しました。

②広報紙を年間通じて計22回発行しました。
また、大型ビジョンでの広告映像の放映や、
子ども向けのホームページの作成などを行
い、認知度の向上を図りました。これらの結
果、2023年9月に実施した「ちょこっとアンケー
ト」における計画の認知度は82.6％となりまし
た。
また、町内会・自治会や青少年健全育成地区
委員会、民生委員児童委員協議会からの要
望等に応じて個別に説明を行いました。
【広報紙発行実績】
・まちだの新たな学校づくり通信　16回
・まちだの教育　3回
・広報まちだ　3回

①薬師・金井
地区意見交換
会実施

②22回

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①小山田地区及び
薬師・金井地区に
ついては継続して
地域との意見交換
を重ねていきます。

②よりわかりやすく
情報の伝達ができ
るよう、紙面の工夫
や発行頻度、広報
活動をしていきま
す。

PFI方式で建設する新たな小学校
の施設整備や運営方法及び事業
者に求める資格などを定めた実施
方針、要求水準書（案）を作成しま
した。
この要求水準書を参考として、鶴川
東地区と鶴川西地区で整備する新
たな学校の運営体制や内容につい
て検討します。

要求水準書で求める維
持管理・運営業務を参考
にし、鶴川東地区と鶴川
西地区の運営体制につ
いて業務形態の検討を
開始します。

実施に向けて、各種法令による制限の再整
理、先進事例の調査・視察を行い、PFI方式で
実施予定の維持管理・運営業務の実施体制
や内容を前提として進めて行くこととしました。

実施体制や内
容の取りまとめ



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

次年度以降も引き
続き、課内研修を
実施し、説明力の
向上と幅広い知識
の習得を目指しま
す。

引き続き課内研修を実
施し、説明力や幅広い
知識の向上を図ります。

課内研修を上半期に3回、下半期に5回実施
しました。

【実施内容】
・予算について
・教育総合展EDIX基調講演の内容について
・教員の仕事について（小学校編）
・議会の流れについて
・学校開放について
・児童の教育を受ける権利の確保について
（就学援助制度及び生活保護制度）
・教員の仕事について（中学校編）
・PFI事業に係る税について（固定資産税・事
業所税）

年8回5 -
課内研修の実
施

説明力の向上及び幅広い知識の習得を目的とした
課内研修を実施します。

課内研修の実施回数 年4回 ○

課内研修を3回実施しました。

【実施内容】
・予算について
・教育総合展EDIX基調講演の内容
について
・教員の仕事について



順
位

進
捗
状
況

評
価

B

給食セン
ター整備
事業
（PFI）に
関して、
部内事
業を支援
しまし
た。

①2024年度の契約
締結に向けて準備
を進めます。

②引き続き、設計
業務が円滑に実施
できるよう適切に進
捗管理を行いま
す。

2

個
別
計
画

児童・生徒が
安全かつ快適
に学校生活を
送ることができ
る教育環境の
整備

児童・生徒が安全かつ快適に学校生活を送ること
ができる教育環境の整備を目的として、老朽化が
進む校舎の改修工事等を行います。

①中規模改修工事の設
計及び実施校数

②中学校バリアフリー化
設計及び実施校数

③外壁・屋上防水工事
等の設計及び実施校数

④空調設備更新工事の
実施校数

①設計完了3
校、工事着手
1校

②設計完了3
校、工事着手
5校

③設計完了1
校、工事着手
1校

④工事完了2
校

○

①6月から7月にかけて、3校の設計
業務委託契約を締結しました。

②7月に3校の設計業務委託契約
を締結し、9月に4校の工事契約を
締結しました。1校は工事契約の締
結に向けて調整を進めました。

③6月に設計業務委託契約を締結
しました。

④6月に工事契約を締結しました。

①1校について、2023年
度中の設計完了及び工
事着手を目指し、引き続
き業務を進めます。2校
について、2023年度中
の設計完了を目指し、引
き続き業務を進めます。

②3校について、2023年
度内の設計完了を目指
し、引き続き業務を進め
ます。4校について、
2024年度中の工事完了
を目指し、引き続き業務
を進めます。1校につい
て、工事契約を締結し、
2024年度中の工事完了
を目指し、引き続き業務
を進めます。

③2023年度中の設計完
了及び工事着手を目指
し、引き続き業務を進め
ます。

④2023年度中の工事完
了を目指し、引き続き業
務を進めます。

①1校について、1月に設計を完了し、1月に
工事契約を締結しました。2校について、2月
に設計を完了しました。

②3校について、2月から3月にかけて、設計を
完了しました。4校について、工事を予定どお
り進めました。1校について、物価高騰等の影
響により３度の入札不調となったため、工事契
約の締結に至りませんでした。

③1月に設計を完了し、1月に工事契約を締
結しました。

④11月から12月にかけて、工事を完了しまし
た。

①設計完了3
校、工事着手
1校

②設計完了3
校、工事着手
4校

③設計完了1
校、工事着手
1校

④工事完了2
校

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①③引き続き、工
事が円滑に実施で
きるよう努めます。

②1校については、
入札時期の変更や
工事内容及び金額
の精査を行い、工
事契約に努めま
す。また、学校運営
に支障が出ないよう
工程等の調整を図
ります。

1

個
別
計
画

新たな学校づ
くり（良好な教
育環境の整
備）の推進

町田市新たな学校づくり推進計画及び町田市立学
校個別施設計画等に基づき、学校の建て替えのＰ
ＦＩ事業者公募・選定と基本実施設計を実施しま
す。

①ＰＦＩ事業者公募地区
数

②基本実施設計の着手
地区数

計画
類型

①関係各課から学校施設整備に必
要な仕様をとりまとめ、本町田地区
及び南成瀬地区について要求水
準書（案）を作成しました。8月に要
求水準書（案）を公表し、民間業者
から意見を募りました。

②鶴川東地区について、9月に基
本実施設計業務委託契約を締結し
ました。

①民間業者の意見を参
考に詳細な仕様調整を
行い、1月に要求水準書
（確定）を公表します。

②2024年度中の設計完
了を目指し、引き続き業
務を進めます。

①8月に公表した要求水準書（案）に対する民
間業者からの意見について、10月に意見や
修正を反映した要求水準書（案）を作成し、公
表しました。さらに、使い勝手や機能などを想
定し、関係課と調整し、予定どおり 1月に要求
水準書を公表しました。

②設計を予定どおり進めました。

①2地区

②1地区
①2地区

②1地区
○

部課名 学校教育部施設課

課の使命 学校施設を安全で快適な教育環境に整備することで、児童・生徒や教職員、及び地域住民にとって、安全で安心して利用できる施設にします。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

上半期同様に時間外業
務の縮減に努めます。

中間確認から引き続き、業務の効率化及び計
画的な遂行を継続した結果、時間外勤務の
削減率は22％となっています。

2022年度比
22％減

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

一層の業務効率化
を推進し、時間外
勤務時間の削減に
努めます。

6 -
時間外勤務の
縮減

時間外勤務時間が多く発生する業務について、そ
の原因を調査・分析するとともに、業務が集中した
際には、互いに協力することができるよう、業務体
制を見直します。

時間外勤務時間
2022年度比
10％減

○

職員一人一人に対して、業務の効
率化と時間外業務を減らし、通常
業務を計画立てて行うようにした結
果、時間外勤務時間の削減率は
19％減となっています。

5 -
組織力向上に
向けた改善

職員個人が培ってきた知識や技術及び委託業務
の履行確認方法や学校施設の日常的なメンテナン
ス方法などについて、関係者（施設課職員・学校事
務職員・学校用務員等）で情報を共有するととも
に、新たな知識や技術を習得するための研修会を
開催します。

研修会の開催回数 3回 ○

5月に用務業務受託者の業務責任
者を対象に、給水設備の概要説明
及びブレーカー操作について研修
を実施しました。
7月に直営用務員を対象に、同様
の研修を実施しました。
また、プール開所時期に合わせ
て、プール循環ろ過装置の操作方
法について解説した動画を制作
し、YouTubeを通じて市立小中学
校に公開しました。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き学級数の
推計に注視しなが
ら適切な教室数を
確保していく必要が
あります。

4 -
施設・設備の
適切な維持管
理の推進

学校の老朽化状況や要望等に基づき、施設・設備
を良好な状態に保つための維持補修工事を実施し
ます。

適切な維持補修工事の
実施件数

設計工事12
件・少額工事
40件

○

空調設備の改修、プール施設の改
修、雨漏り対応、外壁落下防止な
ど施設・設備の維持管理に関する
補修工事を実施しました。

完了件数
設計工事：１件
少額工事：12件

契約済み件数
設計工事：6件
少額工事：2件

今後も施設・設備を良好
な環境に保つための工
事を適切に実施します。
また、次年度以降に工事
を実施する学校の選定
に向けた調査を行いま
す。

空調設備の改修、プール施設の改修、雨漏り
対応、外壁落下防止など施設・設備の維持管
理に関する補修工事を実施しました。

完了件数
設計工事：11件
少額工事：87件

次年度以降に工事を実施する学校を過去の
工事履歴や今年度の状況等を踏まえ選定し
ました。また計画的な維持補修のほか、緊急
な補修を要する工事を迅速に実施し、学校の
安全を確保しました。

設計工事11
件・少額工事
87件

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

施設の状況を踏ま
え計画的に維持補
修工事を実施し、
緊急な補修にも対
応をしていく必要が
あります。

8月に工事契約を締結しました。
2023年度中の工事完了
を目指し、引き続き業務
を進めます。

3月に工事を完了しました。 工事完了1校3 -

新たな制度改
正等に対応し
た適切な施設
整備

35人学級（義務標準法の改正に伴う学級編制の標
準の引き下げ）に対応するため、教室の増築工事
を実施します。

増築工事の実施校数 工事完了1校 ○

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

今後も計画的に研
修会を実施し、情
報共有及び知識と
技術の習得に努め
ます。

11月に直営用務員を対
象に、給水設備の凍結
防止対策について研修
会を実施します。また、
用務業務受託者の業務
責任者には情報共有を
行います。
その後、研修会の振り返
りを行い、次年度に向け
た研修会の準備を進め
ます。

5月、11月には用務業務受託者の業務責任
者を対象に、7月、11月には直営用務員を対
象に計４回の研修を行いました。研修内容とし
ては、給水設備の凍結防止方法や停電時の
一次対応としてブレーカーの操作方法につい
て研修を行い、用務員のスキルアップにつな
げました。
また、学校向けにはプール循環ろ過機の操作
方法に関する動画を作成し、簡単にアクセス
できるように公開しました。
これにより、知識と技術の共有・習得を図り、
初期対応の迅速化等に繋げました。

4回



順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 学校教育部施設課学校用務担当

課の使命 児童・生徒及び学校関係者が、安全で安心して学校生活を送ることが出来る環境整備体制を構築し、安定した運営を進めます。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

「町田市版学校用務職のあり方～
体制整備と適正人員の定数化～」
に沿って、直営と委託の役割を整
理し、用務職員がより円滑に業務が
できるように、体制強化を進めてい
ます。

引き続き、より効率的・効
果的な実施体制にむけ
て検討を進めます。

「町田市版学校用務職のあり方～体制整備と
適正人員の定数化～」に沿って直営と委託の
役割を整理し、体制整備を進めたことにより、
正規・再任用職員を23人にし、50校の用務業
務の委託化を行いました。
委託管理を行う職員4人を育成し、体制強化
を進めました。

①50校

②23人

①50校

②23人
○

3

経
営
改
革
プ
ラ
ン

学校用務サー
ビスにおける
修繕等の自己
完結力の向上

用務職が資格を取得したことで身につけた知識を
活かし、校舎の老朽化等に伴う危険個所や不具合
箇所における的確且つ迅速な判断と対応をしま
す。

修繕等における用務職
が対応する割合

79%以上 ○

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き体制の整
備を進め、最小限
の人員で最大限の
効果が発揮できる
体制を構築します。

2

経
営
改
革
プ
ラ
ン

学校用務業務
と技能労務系
業務のあり方
検討会との調
整

2022年度に発足した「技能労務系業務のあり方検
討会」の内容を踏まえつつ、「町田市版学校用務
職のあり方」の内容を整理し、学校用務業務を着実
に推進していきます。

「町田市版学校用務職
のあり方」の内容調整

調整完了 ○

「技能労務系業務のあり方検討会」
において定められた方向性を確認
するために、学校用務職のあり方
検討会を3回実施しました。

引き続き「町田市版学校
用務職のあり方」につい
て、内容調整を図りま
す。

「町田市版学校用務のあり方」の検討結果等
を取り入れ、市の方針として「一般事務（施設
管理）」職が設置されました。市の方針で示さ
れた「一般事務（施設管理）」職員が行う管理
業務の実施に向けて、学校用務職あり方検討
会を10回実施し、学校用務業務を着実に推
進していくため役割の整理を行いました。

調整完了 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

「町田市
版学校
用務のあ
り方」を
基に、
「一般事
務（施設
管理）」
が設置さ
れまし
た。

学校用務の管理業
務の役割を実施す
ることで、快適な学
校環境の維持を図
ります。

1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

学校用務業務
のエリアマ
ネージメント強
化による効率
的・効果的な
実施体制の確
立

「町田市版学校用務職のあり方　～体制整備と適
正人員の定数化～」に基き、体制の整備を進め、
最小限の人員で最大限の効果が発揮できる体制を
構築します。

①委託校数

②正規・再任用用務職
人数

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

学校施設の老朽化
が進んでいく中、児
童・生徒が安心安
全に過ごせる環境
を維持するため、資
格や技術が必要な
緊急修繕を行える
人材をさらに増やし
ていくことが必要で
す。

学校からのニーズを確認し、優先
順位をつけ確実に課題解決をする
ことで、安心・安全を維持していま
す。

用務職員の対応件数　285件
完結率　　72.1％

資格取得者を増加させる
ことにより完結率を上げ
ていきます。

高所作業車や移動式クレーン車、自由研削
砥石（グラインダー）の交換作業、玉掛け（ク
レーン等に物を掛け外す）等の用務業務に必
要な資格の取得者を増やしました。また、現
場での危険回避を進めるため、有資格者によ
る講習会を実施しました。
これらの専門知識を活かし、危険箇所の修繕
などを迅速かつ安全に行うことができました。

79％



順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 学校教育部学務課

課の使命
・子どもたちが等しく学校教育を受けられるよう、就学の機会を提供します。
・より良い教育を推進するための教育環境を作ることと、安心・安全な学校生活が送れるよう支援します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

2024年度以降の児童・生徒数推計
資料を作成し、教室不足対策等の
基礎資料として、部内各課に提供
しました。また、学級数推計につい
ては、2029年度までの推計資料を
作成しました。

庁内各部署の要望によ
り、推計資料を提供しま
す。また、学校の統合と
学区の再編を反映した
推計資料を作成します。

①学校教育部及び他部局に推進資料を提供
しました。

②統合予定校と影響を受ける周辺校の「統合
校推計」を作成し、学校教育部内で共有しま
した。

①作成・提供

②作成・提供

①作成・提供

②作成・提供
○

3

個
別
計
画

新たな学校づ
くり推進計画
に基づく統合
新設校の通学
の負担軽減策
の検討

①2022年度に実施した「学区外通学・費用負担等
検討委員会」の結果に基づき、学区外通学制度に
ついては新制度の策定及び保護者への周知、運
用を開始します。通学費補助制度については対象
範囲を検討します。

②新たな学校づくり推進計画に基づいて、今後学
校統合が予定されている地区の通学の負担軽減
策を検討します。

①新たな学区外通学制
度の策定

②通学費補助制度の対
象範囲の検討

①策定

②検討
○

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

今後も周辺の都市
開発やマンション建
設等の状況から入
居児童・生徒数を
予想し、学級数へ
の影響等を注視し
ていきます。

2

個
別
計
画

新たな学校づ
くり推進計画
に基づく統合
新設校の通学
路安全対策の
検討

本町田・南成瀬地区については、2022年度に実施
した合同安全点検の結果の総括及びに対策実施
に向けて進捗状況を確認します。

鶴川西・東地区については、新たな学校づくり基本
計画検討会での通学路候補に関する意見・提案等
を基に安全対策案を策定し、各管理者と合同安全
点検を実施します。

①通学路安全対策の進
捗確認実施

②安全対策案策定

①実施

②策定
○

本町田・南成瀬地区については、
2023年3月に実施した合同安全点
検の結果や点検後の道路管理者、
交通管理者との協議を踏まえて、
安全対策案を策定しました。

鶴川西・東地区の合同
安全点検を関係機関と
実施します。

本町田・南成瀬地区については、策定した安
全対策案を踏まえて、学校等と統合新設校の
通学路案の検討及び作成を行いました。
鶴川西地区については、学校、道路管理者
及び警察等と合同安全点検を実施し、安全対
策案を策定しました。

①実施

②策定
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

本町田・南成瀬地
区については、各
管理者と連携して
統合新設校開校ま
でに安全対策を着
実に進める必要が
あります。
鶴川西地区につい
ては、合同安全点
検で確認した危険
箇所への安全対策
を各管理者と連携
して取り組みます。

1

個
別
計
画

児童・生徒数
及び学級数推
計の作成、関
係部署への提
供

2024年度以降の児童・生徒数及び学級数推計を
作成します。作成した児童・生徒数及び学級数推
計資料を、「町田市新たな学校づくり推進計画」を
はじめとする上位計画の基礎資料として関係部署
へ提供します。

①推計資料の作成及び
提供

②統合校推計資料の作
成及び提供

B

B:方針策
定及び
周知に
加えて、
学校及
び新たな
学校づく
り推進課
と連携し
て保護者
向け説明
会、個別
相談会を
開催した
ため

2024年4月から始ま
る、在校生への特
例措置に係る学区
外通学制度の申請
に向けて、申請書
類の配布及び決定
通知の発送を着実
に進める必要があり
ます。

4

個
別
計
画

町田市学校設
置条例の改正

統合新設校の名称及び位置を定めることを目的と
して、町田市学校設置条例の改正を、市議会に上
程し議決を得ます。

条例改正 条例改正 ○

本町田東小学校、本町田小学校、
南第二小学校、南成瀬小学校の四
校を廃止し、新たに本町田ひなた
小学校、成瀬小学校を設置するた
めの町田市学校設置条例の改正
案を策定しました。

令和6年（2024年）第1回
町田市議会へ上程予定
です。

本町田東小学校、本町田小学校、南第二小
学校、南成瀬小学校の4校を廃止し、新たに
本町田ひなた小学校、成瀬小学校を設置す
るための町田市学校設置条例の一部改正を
しました。（令和7年4月1日施行）。

条例改正 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

今後も学校統合に
合わせて、条例改
正が必要です。

①学区外通学・費用負担等検討委
員会の結果や関係部署との協議内
容を踏まえて、2023年6月に「在校
生の通学先や通学距離に対する配
慮に係る基本方針」を策定しまし
た。

②また、新たな学校づくり推進協議
会等で周知を図りました。

本町田・南成瀬地区に
おいて、本方針を児童・
保護者に周知します。

2023年6月に「在校生の通学先や通学距離に
対する配慮に係る基本方針」を策定し、2023
年10月に本町田・南成瀬地区の児童及び保
護者に対して「学校統合、仮校舎への通学及
び在校生への学区以外通学制度等につい
て」の冊子を配布し、制度に関する周知を行
いました。
2023年11月から12月にかけて、本町田東小
及び南第二小において保護者向けに在校生
への特例措置に関する説明会を複数回実施
し、両校合わせて約250名の参加がありまし
た。
また、2023年12月には本町田東小において
個別相談会を2日間実施し、延べ7組の参加
がありました。

①策定完了

②検討完了、
方針決定



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

交通安全・生活安
全をより一層確実に
確保していくため、
今後も関係部署と
の連携を強化しま
す。

点検を実施した対象校
については、引き続き関
係機関と調整を進め、危
険箇所の安全対策を実
施します。

通学路上の対策必要箇所について対象校20
校において点検を実施しました。

20校

問い合わせ応
対に関する業
務品質の向上

電話や窓口での初期応対を担当業務に関わらず
的確に、かつ、効率的に行うためのマニュアル作成
に向けて、事例の収集、想定される問い合わせ内
容と応対方法等を検討します。

事例の収集及び内容検
討

収集・検討 ○

転校時に必要な手続きや就学援助
の内容等、電話や窓口で多く寄せ
られる問い合わせ事例の収集と回
答例の作成に取り組みました（37事
例）。

5

個
別
計
画

通学路安全点
検の実施及び
対策箇所の検
証

町田市交通安全行動計画に基づき、関係機関（警
察署・道路管理者等）との合同による市立小学校
42校の通学路安全点検を2年間で実施します。

各学校からの要望に基
づく通学路安全点検の
実施

20校 ○
2023年6月から7月にかけて市立小
学校20校を対象に関係機関と合同
で通学路点検を実施しました。

マニュアル作成に向けて
更なる事例の収集及び
回答内容の検討を行い
ます。

次年度のマニュアル作成に向けて、電話や窓
口で多く寄せられる問い合わせ事例の収集と
回答例の作成に取り組みました。

収集・検討 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

検討結果をもと、次
年度にマニュアル
を作成し、電話や
窓口での初期対応
に生かす必要があ
ります。

6 -



順
位

進
捗
状
況

評
価

B

B:当初の
目標を達
成したこ
とに加
え、中学
校全員
給食に
ついての
情報発
信を実施
できたた
めです。

2024年度から中学
校全員給食を順次
開始するとともに新
たな価値を生み出
せるように取組を進
めます。

2 -
小中9年間の
学校給食の充
実策の構築

①魅力的で充実した給食を継続的に提供できるよ
う、給食問題協議会の答申に基づき、適正な給食
費を定めます。

②中学校全員給食開始に向けて、給食問題協議
会の答申に基づき、小学校・中学校一貫で給食を
通じた食育の推進方法を定めます。

①適正な給食費の決定

②食育推進方法の策定

①決定

②策定
○

①5月の給食問題協議会におい
て、適正な給食費額の事務局案
（増額案）を提示し、金額の適正性
に関する議論がなされました。6月
に国が「こども未来戦略方針」にて
給食費の無償化に向けて具体策を
検討すると発表しました。それを受
け、給食費の協議を見合わせるとと
もに、給食費の無償化や保護者負
担額等に関する他市の動向調査を
行いました。併せて、無償化に向け
た国の検討状況を注視していくこと
としました。

②食育推進に関する協議を前倒し
して開始しました。食育推進に係る
現状、課題及び課題解決の方策に
関して事務局案を協議会に提示し
ました。

①引き続き、国による給
食費無償化の動向を注
視するとともに、他市の
動向調査を受けて、適正
な給食費及び保護者負
担額について検討して
いきます。

②食育推進に関する協
議を継続するとともに、
適切な食育推進方法を
決定していきます。

①他市の動向調査結果を受けて、協議を再
開し、適正な給食費を算出しました。保護者
負担額については、国の補助を活用すること
で、2023年度と同額とします。また、東京都が
発表した新たな補助制度を活用して、子育て
環境の充実のため、多子世帯の給食費無償
化を実施していきます。全世帯向けの給食費
の無償化については、国の検討結果が示され
ていないため、引き続きその動向を注視して
いきます。

②11月に給食問題協議会から受けた「学校給
食における食育の推進について」の答申に基
づき、小・中一貫の給食を通じた食育の取組
に係る食育推進方法を策定しました。具体的
には、地域の様々な主体との連携、体験型の
食育推進、個別的な相談指導の実施、教育
委員会のサポートや学校間の協力体制の構
築など、今後の食育推進に必要な事項を定
めました。

①決定

②食育推進方
法の策定

B

B:当初の
目標を達
成したこ
とに加え
て、国や
都の補
助を活用
して、保
護者負
担軽減
策や多
子世帯
無償化
の実施を
決定した
ためで
す。

給食費や多子世帯
無償化について、
保護者及び学校に
周知していきます。
また、全世帯向け
の給食費の無償化
について、国の動
向を注視するととも
に、改めて他市の
動向を調査してい
きます。
小学校・中学校一
貫の給食を通じた
食育推進につい
て、策定した食育
推進方法に基づ
き、検討委員会を
開催し、取組みを
具体化していきま
す。

1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

中学校全員給
食実施に向け
た整備

①給食センター3ヶ所の整備、中学校配膳室等改
修を進めます。鶴川・堺エリアの運営事業者を決定
します。

②全員給食の運営方法について、検討委員会によ
る検討を進めます。

③中学校給食公会計化に向けて、準備を進めま
す。

①施設整備工事、配膳
室等改修工事、運営事
業者決定

②全員給食の運営方法
検討

③公会計の運用方法検
討

計画
類型

①給食センターは、3ヶ所の工事開
始に向けて、基本設計を完了させ
ました。配膳室等改修は、8月に町
二中、真光寺中の2校で工事を完
了させました。7月に鶴川・堺エリア
の運営事業者を決定しました。

②中学校全員給食運営検討委員
会を2回開催し、給食時間・給食日
数・配膳方法、食物アレルギー対
応についての検討を行いました。
給食の運営に関するマニュアルの
検討が概ね完了したため、食物ア
レルギーに関するマニュアルにつ
いての検討を開始しました。

③中学校給食公会計の運用方法
検討のためのたたき台の準備を開
始しました。

①給食センターの実施
設計を行い、工事を開始
します。中学校5校の配
膳室等改修工事を実施
します。2024年度に中学
校配膳室等改修工事す
る分の設計を行います。

②給食の運営に関する
マニュアルを策定しま
す。併せて食物アレル
ギーに関するマニュアル
について検討を行い、マ
ニュアルを策定します。

③中学校給食公会計の
運用方法の検討を行
い、決定します。

①給食センター3ヶ所の工事を開始しました。
配膳室等改修は、他工事との関連で2024年
度実施とする南中以外の6校で工事を完了さ
せました。改修設計は、2024年度設計とする
中学校以外の2校で設計を完了させました。
鶴川・堺エリアの運営事業者を決定し、開業
に向けて準備を行いました。
中学校全員給食についての説明会、工事説
明会を開催して情報発信に努めました。

②中学校全員給食運営検討委員会にて、給
食の運営に関するマニュアル及び食物アレル
ギーに関するマニュアルを策定しました。あわ
せて、来年度開催予定の保護者向け説明会
の準備を行いました。

③中学校全員給食運営検討委員会にて、中
学校給食公会計の運用方法を決定し、マニュ
アルを策定しました。あわせて、来年度開催
予定の保護者向け説明会の準備を行いまし
た。

①3センターの
工事開始、配
膳室改修工事
（6校）・改修設
計（2校）完
了、運営事業
者決定

②マニュアル
策定完了

③運用方法の
決定

①3センターの
工事開始、配
膳室改修工事
（7校）・改修設
計（5校）完
了、運営事業
者決定

②マニュアル
策定完了

③運用方法決
定

○

部課名 学校教育部保健給食課

課の使命 児童・生徒がより充実した学校生活を送ることができるよう、児童・生徒の健康を保持増進しながら、その安全を図る環境を確保するとともに、児童・生徒の心身の健全な発達と食への正しい理解判断力を醸成するために安全安心で美味しい給食を提供する。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

2025年度の委託導
入に向けて、契約
手続き及び学校等
との調整を行ってい
きます。
引き続き、給食調
理員のスキル向上・
知識の拡充を図り
ます。
新たな栄養業務マ
ニュアルを策定する
とともに、栄養士の
今後のあり方につ
いて報告書を作成
します。また、食物
アレルギー対応マ
ニュアルに基づく対
応を徹底していきま
す。

4

経
営
改
革
プ
ラ
ン

小学校給食費
管理業務の
サービス向上
及び業務の効
率化

①口座振替登録について、スマートフォンで手続き
ができるWeb口座振替登録の周知をし、利用を促し
ます。

②保護者及び教職員の給食費に係る各種手続き
をオンライン化します。

①Web口座振替登録の
利用率（対象：Web手続
きが可能な金融機関）

②オンライン化した手続
数

①80％

②4手続
○

①振替口座未登録者に対し、「学
校給食費納入通知書」にWeb口座
振替手続きの案内文書を同封しま
した。Web口座振替登録の利用率
は、82.6％でした。

②4月に、児童生徒を対象とした学
校給食・教材費等の申込手続きと
申込内容の変更手続き、教職員を
対象とした学校給食等申込手続き
と申込内容の変更手続きについて
オンライン申請の受付を開始しまし
た。

①「給食費変更通知書」
等にWeb口座振替手続
きの案内文書を同封し、
Web口座振替登録の利
用を促します。

②減額申請の手続きに
ついてオンライン申請の
受付を開始します。

①振替口座未登録者に対し送付する文書に
Web口座振替手続きの案内文書を同封しまし
た。また、新小学1年生用の手続き書類一式
に「オンライン手続きの操作方法」を同封し、
オンラインでの手続きを促しました。その結
果、Web口座振替手続きの利用率は85％とな
り、目標の80％を上回りました。

②「学校給食費等減額申請書」「学校給食費
等減額中止申出書」について1月からオンライ
ン申請の受付を開始し、今年度は6手続きの
申請手続きのオンライン化が実現しました。こ
れで、通常使用する手続きすべてのオンライ
ン化が完了となります。

①85％

②6手続き
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

給食費に係る主な
手続きについては、
ほぼオンライン化が
完了しました。保護
者が簡単に申請で
きるように「オンライ
ン手続きの操作方
法」をまとめた案内
を作成しました。今
後、保護者にわかり
やすくオンライン手
続きを行っていただ
くため、オンライン
申請動画の提供も
検討します。また、
Web口座振替手続
きについて、教材
費と一元化できる方
法はないか検討を
行います。

①2024年度給食調理委託校2校を
決定し、委託導入校へ、導入に向
けたスケジュール及び手続き等に
ついて説明を行いました。また、1
学期における既存の委託校の履行
状況の評価を行い、すべての学校
において履行状況は良好でした。

②4月に委託校の履行状況評価項
目を見直し、衛生管理の評価項目
等を新たに20項目追加し、履行状
況評価を実施しました。
また、グループ長による管理・運営
体制を強化することを目的に、会計
年度任用職員向けの労働安全研
修をグループ長が企画・検討・実施
しました。

③今年度のあり方検討会の開催に
向けて、実施スケジュール及び協
議すべき項目等を検討しました。

①委託契約に係る手続
きを進めるとともに、導入
に向けて引き続き当該校
と調整を行います。

②調理員のスキル向上
のため、調理機器の修
繕研修の検討・取り組み
を行います。また他市や
受託事業者の取り組み
を参考に、給食調理員
が行うべき食物アレル
ギー対応の研修を行い
ます。

③あり方検討会を開催
し、栄養士が食育に取組
める体制を構築するた
め、栄養業務マニュアル
等の検討を行い、中間ま
とめを作成します。

①委託契約を締結し、導入に向けた当該校と
の調整を行うとともに、2025年度に委託を導入
する学校を検討しました。また、「委託事業者
等の管理」や「政策的な事項の検討」などを行
う「一般事務（給食管理）」職の設置に合わ
せ、必要な人員体制を確保することが出来ま
した。

②調理員のスキル向上のため、調理機器の
修繕研修を行いました。また、給食調理員及
び栄養士を対象とし、調布市の食物アレル
ギー担当職員を講師とした研修会を開催し、
食物アレルギー対応に関する知識の拡充及
び意識改革を図りました。

③あり方検討会を開催し、栄養士が食育に取
組める体制を構築するため、栄養業務マニュ
アル等の検討を行い、中間まとめを作成しまし
た。
併せて、食物アレルギーに係る検討会を3回
開催し、マニュアルを改訂しました。このマ
ニュアルでは、食物アレルギーに対応する職
員の意識改革・業務改革を盛り込むとともに、
市の食物アレルギー対応方針を新たに策定し
ました。

①31校（累
計）・31人

②2項目

③中間まとめ
の作成

3

経
営
改
革
プ
ラ
ン

小学校給食事
業のエリアマ
ネージメント強
化による効率
的・効果的な
運営体制の構
築

①「学校給食調理職のあり方検討委員会」での検
討結果に基づき、直営校と委託校それぞれの役割
を整理しつつ、委託を導入していきます。また、委
託校の業務実施状況について評価を行います。

②学校給食調理員のあり方検討結果に基づき、新
たなグループ制の構築に向けた具体的取組を実
行します。

③効率的・効果的な運営体制を構築するため、「栄
養士業務のあり方検討会」を開催します。

①委託校数・正規職員
数及び再任用職員数

②あり方検討の結果に
基づく取組項目

③検討会の開催

①3１校（累
計）・33人

②2項目

③中間まとめ
の作成

○



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

①すでに製品化がされ
ている加工品について
は、給食で引き続き使用
できるよう農協等と調整
を図っていきます。また、
地場農産物を活用した
食育が進められるよう取
組を行っていきます。

②アスリート給食、まち☆
ベジ給食、地場農産物
を活用した加工品（キム
チ、ゼリー、大根漬け）を
使用した献立を42校で
実施します。また、加工
品を活用したオリジナル
メニューの開発やコラボ
給食など新たな献立の
企画を検討します。

③2学期以降、のべ21校
で食育授業を実施しま
す。新たな食育授業の
企画を開発するため、民
間事業者等と検討を開
始します。

①地場農産物の１校当たりの使用日数は65
日、地場農産物の使用率は、16％でした。地
場農産物の加工品としては、白菜キムチ漬
け、千切り大根の漬物、ゆずはちみつゼリー、
フリーズドライのなすを給食で提供しました。
フリーズドライのなすは、10校で給食に使用し
ました。
②全校で共通した献立については、5回実施
しました。
・関根花観さんとのアスリートコラボ献立「アス
こん！」
・まち☆ベジ給食（7月と12月）
・FC町田ゼルビアがＪ1に昇格し、開幕戦に合
わせて「ゼルビアコラボ給食」。ＦＣ町田ゼルビ
アの管理栄養士と小学校の栄養士とが協働し
献立作成を行い、食育指導に活用できる資料
を作成しました。
・北海道森町から無償提供を受けた冷凍ホタ
テを使用した特別献立。
加工品を活用した献立開発では、新たに製品
化したフリーズドライなすの活用について献立
検討を行いました。
③ベジチェックを活用した食育授業は、小学
校24校で実施しました。新たに中学校での食
育授業を開発し1校で実施しました。
新たな食育授業の企画を開発するために、民
間事業者2社と検討を開始しました。

①16％（65日）
②5回
③25校

B

B:当初の
目標を達
成するこ
とができ
たことと、
新たな取
組を行う
ことがで
きたため
です。

農協と連携し、生産
者が給食に地場野
菜を納入しやすい
仕組みづくりや食
育指導を具体化し
ていきます。
地場農産物を活用
した新たな加工品
の企画・開発を進
めます。
全校で実施できる
共通の献立開発や
食育指導を小学校
の栄養士が主体と
なって企画を行える
よう関係機関との連
携を進めます。
引き続き、民間事
業者との食育指導
については、各小
学校での実践を予
定しています。

6

個
別
計
画

魅力ある小学
校給食の提供

①関係機関等と連携して、地場農産物の使用率や
使用回数の向上につながる取組を推進します。ま
た、農協との協定に基づき、地場農産物の加工品
開発や食育の取組みの推進を行います。

②まち☆ベジ給食を始め、全校共通で実施する献
立等の取組を実施します。

③カゴメ株式会社が提供するベジチェック※を活用
し、児童が野菜摂取の必要性など楽しく学ぶことが
できる食育授業を実施します。

※手のひらをセンサーにあてて、推定野菜接取量
を見える化できる機器

①地場農産物の使用率
（使用日数）

②小学校全校共通の献
立回数

③実施校数

①15％（62日）

②4回

③20校

○

①1学期終了時点で、地場農産物
の使用率は17％で、2022年の
12.6％より増加しました。地場農産
物の加工品開発では、千切り大根
の漬物が製品となり、キムタクご飯
等で給食に使用しました。新たに、
なすの加工品開発に取組み、フ
リーズドライのなすの加工品を製造
しました。

②7月にまち☆ベジ給食を42校で
実施。オリパラのホストタウン招致か
ら交流を継続している南アフリカ、
インドネシアの料理を給食で実施し
ました。アスリートの食事について、
関根花観さんとの給食献立の企画
を進めました。

③研修会を行い授業内容の共有を
図り、1学期は小学校4校がベジ
チェックを活用した食育に取組みま
した。

5 -

選択制・ラン
チボックス形
式の中学校給
食を利用しや
すい環境づく
り

➀トップアスリートの食事法を取り入れるなど特別な
献立を提供します。また、健やかな体づくりに必要
な栄養素を知り、生徒にとって望ましい食の選択が
できるようになるための情報発信をします。

②普段の給食では提供が難しい産地直送食材や
ブランド食材などを使用した特別な給食の提供を
行います。

③利用者の利便性向上のため、紙で提出を求めて
いた給食利用に関する手続き申請を電子で行える
ようにします。

①トップアスリートの食事
法を取り入れるなど特別
献立の提供回数

②特別な食材を使用し
た給食の提供回数

③手続き様式の電子化

①2回

②3回

③電子化(6
月)

○

①5月にFC町田ゼルビアコラボレー
ション給食として、町田市出身の太
田宏介選手の勝負めし「豚の生姜
焼き」を提供しました。あわせて、太
田選手の試合前の食事のこだわり
や、町田市の中学生へのメッセー
ジ音声を給食時間に放送しました。
また、町田市出身で陸上競技元オ
リンピック選手の関根花観さんから
アスリートの食事法を伺い、その食
事法を取り入れた給食の提供を企
画しました。

②産地直送の肉類、魚介類を使用
した献立を企画しました。食材の調
達等を行う事業者をプロポーザル
で決定し、提供日や食材を確定し
ました。

③中学校給食の利用を開始する際
に利用者から提出していただく「利
用登録申請書」を6月1日から電子
で提出できるようにしました。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、中学校
給食を利用しやす
い環境づくりを推進
する必要がありま
す。
あわせて、給食を
利用したくなる魅力
的な給食を提供す
る必要があります。
他団体とコラボレー
ションした給食の提
供や給食を通じた
食育につながる取
組を進めます。

①FC町田ゼルビアとの
取組は、次年度も継続し
た取組とするため、関係
者との協議を進めます。
また、1月に関根さんの
食事法を取り入れた給食
を提供します。

②10月から12月まで毎
月1回産地直送の肉類、
魚介類を使用した給食を
提供します。あわせて、
使用する食材の栄養や
生産・流通の過程、食材
の産地の食文化等をチ
ラシや動画を通して学
ぶ、生徒向け資料を配
布します。

③11月に新中学1年生の
利用登録申請書の受付
を開始します。その際、
可能な限り電子申請を利
用していただけるよう案
内の方法を工夫します。

①FC町田ゼルビアコラボレーション給食を、5
月と2月に計４回提供しました。5月の取組み
実施日の提供食数は、月平均と比較して26％
上昇しました。次年度も継続した取組とするた
め、関係者との協議を進めます。
10月に町田市出身の大迫傑選手が出場した
MGC（マラソングランドチャンピオンシップ）応
援献立として、マラソン競技にちなんだ「持久
力アップ」をテーマとした給食を提供しました。
また、1月に関根花観さんの食事法を取り入れ
た給食を提供しました。
その他、バスケットボール・ラグビー・女子サッ
カーのワールドカップ開催国や対戦国の料理
を取り入れたワールドカップ応援献立、G7広
島サミット開催にあわせて広島県の給食で提
供されたメニューを取り入れたご当地献立の
提供等を実施しました。

②「にっぽんプレミアム給食」として10月から12
月まで計3回、産地直送の肉類、魚介類を使
用した給食を提供しました。取組み実施日の
提供食数は、月平均と比較して35％上昇しま
した。

③中学校給食の利用を開始する際に利用者
から提出していただく「利用登録申請書」につ
いて、6月から電子申請の受付を開始しまし
た。11月から新中学1年生の利用登録申請書
の受付を開始し、96％の保護者が電子申請
で提出しました。電子化により、保護者は場所
や時間を問わず申請を行うことができ、また学
校での用紙回収の作業を減らすことができま
した。

①8回

②3回

③電子化(6
月)



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

7 -

学校保健に関
するデータを
活用した学校
への支援

児童生徒が安全な学校生活を送れるように、災害
共済給付制度の給付件数や児童生徒の定期健康
診断の受診率等を集計・分析し、学校保健に関す
る情報を提供するなど、データを活用した学校への
支援を行います。

学校への情報提供回数 3回 ○

・2022年度の日本スポーツ振興セ
ンターの災害給付データによる発
生状況を分析し、その内容を学校
における児童・生徒の事故防止対
策へ活用してもらえるよう、通知しま
した。

・2022年度の児童・生徒の定期健
康診断において、医療機関への受
診が必要とされた児童・生徒の受
診状況を検査項目毎に分析し、そ
の内容を児童・生徒の定期健康診
断後の受診率向上に繋げてもらえ
るよう、通知しました。

2023年度の児童・生徒の
定期健康診断後の医療
機関への受診状況を検
査項目毎に分析し、前年
度との比較等をしたうえ
で、その内容を翌年度の
定期健康診断後の受診
率向上に繋げてもらえる
よう、学校に通知します。

・2022年度の日本スポーツ振興センターの災
害給付データによる発生状況及び児童・生徒
の定期健康診断において、医療機関への受
診が必要とされた児童・生徒の受診状況を検
査項目毎に分析した内容を、学校における児
童・生徒の事故防止対策への活用及び児童・
生徒の定期健康診断後の受診率向上へ繋げ
るために通知しました。

・10月の学校医部会及び学校歯科医部会と
養護教諭部会の連絡協議会において、2022
年度の児童・生徒の定期健康診断後の医療
機関への受診状況について、話し合い、受診
率向上に向けては、各学校での受診率向上
に向けた取組の好事例を共有することが重要
であることが協議されました。

・上記連絡協議会の協議を受け、各学校での
受診率向上に向けた取組を調査し、好事例を
全小中学校で共有しました。

・受診率向上のために、町田市の健診結果と
他市の健診結果のデータ等と比較し、町田市
の現状を把握し、関係機関と共有しました。

・2023年度の児童・生徒の定期健康診断にお
いて、医療機関への受診が必要とされた児
童・生徒の受診状況を学校に調査し、検査項
目毎に分析し、その内容を児童・生徒の定期
健康診断後の受診率向上に繋げてもらえるよ
う、通知しました。

3回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・日本スポーツ振興
センターの災害給
付データによる発
生状況の分析につ
いて、年度毎の発
生率では発生件数
の母数が少なく傾
向が読み取れない
ない部分があった
ため、3年毎の発生
率を比較するなど、
より工夫した分析を
行い、学校におけ
る児童・生徒の事故
防止対策に繋げて
まいります。

・児童・生徒の定期
健康診断におい
て、医療機関への
受診が必要とされ
た児童・生徒の受
診状況について、
受診率が50％を下
回る検査項目もあ
り、引き続き調査し
た内容を学校に示
すなど、受診率向
上に繋げる取組を
進めてまいります。



順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 学校教育部　指導課

課の使命
・子どもたちがこれからの時代に必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力と人間性を育成する教育活動を支援します。
・学校と地域が目標やビジョンを共有し、パートナーとして連携・協働を進めていく仕組みづくりを推進します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

①全中学校2年生に向けてGTEC
を8月から9月にかけて実施しまし
た。

②小学校スヌーピーミュージアム校
外学習を17校で、イングリッシュフェ
スタを小学校2校で、放課後英語教
室を小学校全校で実施しました。

③イングリッシュフェスタを中学校2
校で実施しました。

①GTECの結果を分析
し、成果と課題を基に、
活用研修を12月に行うこ
とで、授業改善及び生徒
の学習意欲の向上を図り
ます。

②小学校スヌーピー
ミュージアム校外学習を
25校で実施します。
イングリッシュフェスタを
小学校12校で実施しま
す。
放課後英語教室を小学
校全校で実施します。

③イングリッシュフェスタ
を中学校4校で実施しま
す。

①全中学校2年生に向けてGTECを実施しま
した。
また、12月のGTEC活用研修で、結果の分析
方法と本市の傾向・課題を示すとともに、実践
例をもとに授業改善のポイントを示したことで、
各校の授業実践に生かせるようにしました。

②③スヌーピーミュージアム校外学習を小学
校全校で実施しました。また、イングリッシュ
フェスタを小学校14校で実施しました。
また、中学校においても、イングリッシュフェス
タを6校で実施しました。
えいごのまちだ推進委員会では、デジタル教
科書の活用事例集を2月に作成し、意識調査
を小中学校全校を対象に2月に実施しまし
た。イングリッシュフェスタの様子を参観し、課
題を明確化し、次年度のプログラム作成につ
いて検討するとともに、中学校1校で試行しま
した。

①53.6%

②72.0%

③68.8%

①56％

②71％

③67％

○ C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①GTECの結果か
ら、体験的な学び
及び授業改善の成
果として、
SPEAKINGの結果
は高まりましたが、
WRITINGの無回答
率は増えていたた
め、校長会で実態
を説明し、指導のポ
イントを示すととも
に、授業改善の推
進を依頼しました。

②③目標値に達し
ました。今後も体験
活動や言語活動を
取り入れた英語教
育の推進に取り組
んでいきます。

2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

ＩＣＴ教育の推
進

ICT活用状況調査やドリルソフトの利用状況、支援
員や指導主事による学校訪問、管理職へのヒアリン
グ等から、学校のICT活用状況や教員のニーズを
把握します。また、それらに基づき、ICT活用に関
する研修や支援員による支援を実施します。

①授業の中でICTを活用
することに不安があると
感じている教員の割合

②学習ドリルソフトを使っ
て、自分の苦手なところ
を復習しながら、学習を
進めている小学生(第5・
6学年）・中学生（第1学
年）の割合

①45％

②82.7％
（小学校）
　57％
（中学校）

△

①
・教員のICT活用スキル向上を目的
としたICT活用研修を、年度当初の
予定通り、5回実施しました。
・7月に実施した意識調査では、授
業の中でICTを活用することに不安
があると感じている教員の割合は
47.0％でした。
・ ICT活用状況調査において、不
安がある教員の割合が高い学校に
対し、ICT授業支援員の一層の活
用を促しました。
②
・7月に実施した ICT活用状況調査
では、学習ドリルソフトを使って、自
分の苦手なところを復習しながら、
学習を進めている小学生(第5・6学
年）の割合は71.9%・中学生（第１学
年）の割合は24.8%でした。
・個別最適な学びや、中学校での
活用を推進するために必要な要素
について、校長や教員に聞き取りを
行い、分析しました。

①
・ICT活用研修を5回（上
半期と合わせて年間10
回）行います。
・授業実践事例やデジタ
ル教材を共有できる環境
の更なる整備を進めま
す。
②
・学習ドリルソフトの効果
的な活用方法や事例を
各学校に周知します。
①②共通
・意識調査結果や学習ド
リルソフトの実施数にお
いて、課題が見られる学
校に対し、個別に状況を
確認し、改善を促しま
す。

①
・教員のICT活用スキル向上を目的としたICT
活用研修を13回実施しました。
・ICT活用状況調査の各学校個別の結果を通
知し、ICT活用の推進策の検討や、各種研修
やICT授業支援員の更なる活用を促しまし
た。
・教員用ポータルサイトの整備を進め、授業実
践事例や教材テンプレートを拡充いたしまし
た。

②
・教員用ポータルサイトに、学習ドリルソフトの
授業での活用事例を掲載しました。
・ICT活用状況調査の各学校個別の結果を通
知し、特に利用が少ない学校に対し、更なる
活用を促しました。
・2024年度から、児童・生徒、学校がより活用
しやすいソフトを導入するため、学習ドリルソフ
ト選定を実施しました。

①46.7％

②71.5％
（小学校）
　27.6％
（中学校）

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

①授業でのICT活
用に不安を感じる
教員の割合は、前
年から改善したもの
の、目標値には届
きませんでした。教
員がどういった点を
不安に感じている
かを分析し、支援方
法を検討していきま
す。ICT活用研修に
ついては、過去の
研修動画を教員用
ポータルサイトに整
理し、教員がいつ
でも学べる環境を
整えていきます。

②小学校、中学校
ともに目標値に到
達できませんでし
た。来年度から学
習ドリルソフトを
Qubenaに変更しま
す。導入に係る研
修等において、児
童・生徒が主体的
に利用できるよう、
ソフトの活用方法や
授業の改善を促し
ていきます。

1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

えいごのまち
だの推進

体験活動や言語活動を取り入れた英語教育の推
進や放課後英語教室の実施、中学校における
GTECの実施など、町田市独自の英語教育事業の
展開を図ります。
GTECの結果から、ReadingとWritingの技能に課題
が見られたため、指導教諭の模範授業参観研修等
を実施し、英語力を向上させるための授業を展開し
ます。

①GTECトータルスコア
398点以上（3年生英検3
級 程度の能力相当）を
取得した中学2年生の割
合

②英語で自分の考えや
気持ちを伝え合うことが
楽しいと感じる小学校5・
6年生の割合

③英語で書いたり話した
りして自分の考えや気持
ちを伝え合うことが楽し
いと感じる中学生の割合



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

3

個
別
計
画

教員の情報セ
キュリティ意識
の維持向上

情報セキュリティに関する研修を実施します。

①研修の実施回数

②情報セキュリティ理解
度テスト80点以上の教員
の割合

①4回

②80%
○ B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①②
・引き続き情報セ
キュリティ意識の維
持向上を図るため、
定期的に研修を実
施します。

4

個
別
計
画

健康な生活を
営む力の育成

小中学校連合体育大会の実施や体力向上パワー
アップＤＡＹの実施、体力向上推進プランの推進な
どにより、運動に接する機会を提供します。また、食
育など健康教育を推進することで、自らの健康に関
心を持つ子どもを育成します。

①小中学校連合体育大
会の実施

②体力向上パワーアップ
ＤＡＹの実施

③朝食を毎日食べる児
童・生徒の割合

①実施

②実施

③86.2％
（小学校）
80.8％
（中学校）

○

①小中学校連合体育大会につい
ては、5月に運営委員会を実施し、
計画的に準備を進めました。
②2022年度は降雪による交通機関
への影響がありました。その反省を
踏まえ、日程等を調整し、11月に実
施できるように準備しました。
③レシピコンテストについては、夏
休みの課題として児童・生徒から作
品を募集し、小中学校で合わせ
て、3,983作品の応募がありました。

①小中学校連合体育大
会を10月にGIONスタジ
アムで実施します。
②鶴川地区を対象に、
体力向上パワーアップＤ
ＡＹを１１月に大蔵小学
校で実施します。
③小中学校のレシピコン
テストの審査を11月に実
施します。また、2月に市
庁舎１階イベントスペー
スにて受賞作品の掲示
を行います。

①10月12日・13日に小学校連合体育大会を、
10月31日に中学校連合体育大会を実施しま
した。

②11月11日に体力向上パワーアップＤＡＹを
実施しました。

③レシピコンテストの作品募集、選考を実施し
ました。夏の課題として取り組み、学校で選抜
された作品について教育委員会で選考し、受
賞作品を決定しました。受賞作品について
は、2月にレシピ集の発行、及び市庁舎1階イ
ベントスペースでの展示をしました。また、2月
から3月にかけて小中学校給食で提供されま
した。

①実施

②実施

③小学校：
85.7％
中学校：
80.2％

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①②「他校と子と交
流できて、楽しかっ
た」「全力で運動・
応援することができ
て楽しかった」等、
子どもたちが楽しく
運動に取り組めた
成果が挙がってい
ます。一方、「暑
かった」「待つ時間
が長い」などの課題
も挙がっています。
課題改善に向けて
運営方法を検討
し、2024年度も小中
学校連合体育大会
を実施していきま
す。
・子どもたちが運動
に親しむきっかけを
つくるため、2024年
度も体力向上パ
ワーアップＤＡＹを
実施していきます。
・体力向上推進プラ
ンに基づき、児童・
生徒が運動に接す
る機会を提供して
いきます。
③
・小学校、中学校と
もに目標値に到達
できませんでした。
児童・生徒の食へ
の関心を高めるた
めに、学校給食で
の受賞作品の提供
やレシピ集の発行
などに取り組んでい
きます。

研修を3回実施しました。
引き続き研修を実施する
とともに、理解度テストを
実施します。

①研修を年間で4回実施しました。

②情報セキュリティ理解度テストを実施しまし
た。80点以上の教員の割合は83.3%となり、
2024年度の目標を前倒しで達成しました。

①4回

②83.3%



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

・職場体験が生徒
自身の夢や目標を
考えるきっかけの一
つとなるよう、全中
学校で3日間実施
するとともに、事前
事後の学習の充実
に向けて検討しま
す。
・町田市のキャリア
教育における
CAPS・MESEプログ
ラムの位置付けを
明確に示し、引き続
き全校で実施する
こととします。
・生徒の実態から課
題として掲げている
前向きに考える力
や主体的に行動す
る力の育成に向け
て、企業等の外部
機関と連携し、児
童・生徒に様々な
経験やチャレンジ
の機会を提供する
ことに重点を置いた
取組を推進してい
きます。

・6校においては職場体
験として事業所の訪問を
実施し、職場体験を実施
しない8校においては、
各学校で計画した職業
講話等、職業に関する
学習を進めていきます。
・販売体験を2校、金融
教育を4校で実施しま
す。
・CAPS・MESEプログラム
を3月までに全小中学校
で実施します。

・中学校全20校のうち希望のあった全12校
で、3日間実施しました。職場体験を実施しな
い8校については、職業講話等、職業に関す
る学習を実施しました。
・販売体験を2校、金融教育を4校で実施しま
した。
・CAPS・MESEプログラムを全小中学校で実施
しました。

83％（中2）

児童生徒が主
体的に考え、
伝え合う機会
の充実

市内の児童生徒の代表が集まり、フォーラムを実施
します。自分たちの学校生活の中にある課題など
について各校で議論した内容を、意見交換したり、
自分たち自身で何ができるかを主体的に話し合っ
たりし、まとめた意見などを市内の学校へ発信しま
す。
各校では、発信された意見などを踏まえ、これまで
の様々な活動と関連付けながらテーマに応じた取
組を実施します。

中学生フォーラムの開催 開催 ○

フォーラムのテーマや話し合いの
方法等について、各中学校の生徒
からアイデアを収集し、生徒とともに
方向性を検討した結果、テーマは
「SNSについて」に決定しました。

5

重
点
事
業
プ
ラ
ン

キャリア教育
の推進

中学生職場体験やＣＡＰＳ・ＭＥＳＥ※の実施、販
売体験や金融教育講座など、児童・生徒が様々な
経験やチャレンジする機会を提供し、キャリア教育
を通して自己理解/自己管理能力の育成を図りま
す。

※CAPS・MESE：商品を製造・販売する仮想会社の
経営シミュレーションプログラム

「自分の目標や進路、将
来の職業や夢について
考えましたか」という質問
の肯定的回答の割合

85%（中2） ○

・今年度の職場体験の実施につい
て検討し、中学校全20校の内12校
で、3日間実施することとしました。
第１期（9月20日から9月22日）は、6
校が実施しました。職場体験を実
施しない8校については、職業講話
等、職業に関する学習を実施する
こととしています。
・5月にCAPS（意思決定シミュレー
ションプログラム）・MESE（経営シ
ミュレーションプログラム）の実施に
向けて研修会を実施し、6月から小
学校15校、中学校5校で開始しまし
た。

・当日の流れ、事前準備
等を各校に示し、生徒中
心で準備を進めていきま
す。

・2024年1月29日に
フォーラムを開催し、議
論をした内容や今後の
取組案等を各校へ発信
します。各校では、発信
された意見等を踏まえ、
具体的な取組を検討しま
す。

・生徒が中心となって計画・準備を進め、2024
年1月29日にフォーラムを開催しました。
・2023年度に参加した際に、生徒が感じてい
た課題から、実施の方法や内容を生徒自身
が検討し、改善して実施することができまし
た。
・議論をした内容や今後の取組案を、全小・中
学校に発信しました。
・各学校で具体的な取組を検討し、実施しまし
た。

中学校全校参
加で開催

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・フォーラムで話し
合ったことを、各学
校で年度中に実践
し、成果と課題を検
討できるようにする
ため、2024年度の
開催時期を早めら
れるよう計画してい
きます。
・内容や方法は、事
後アンケートをもと
に課題から改善案
を検討します。

6

個
別
計
画



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

7

重
点
事
業
プ
ラ
ン

学校と地域の
協働

地域学校協働本部を全校に配置し、学校と地域が
持続的に連携・協働できる体制づくりを進めます。

地域学校協働本部用タブレット端末や、地区ミー
ティング等の会議の場を活用し、市内の好事例の
共有を行い、町田市全体の地域学校協働活動の
充実を図ります。

①地域学校協働本部設
置校数

②地域学校協働活動項
目件数

①62校

②62件
○

①地域学校協働本部を新たに52校
に設置し、市内小中学校62校での
設置となりました。

②学校への個別訪問や学校管理
職等とボランティアコーディネー
ター等で構成される地区ミーティン
グを開催し、地域学校協働活動の
共有や、地域団体の紹介を行い、
活発な活動につなげました。

①地区ミーテング等で聞
き取りを行い、学校管理
職・地域連携担当教員・
ボランティアコーディ
ネーターが、より強固な
連携体制を構築できるよ
うに見直しをします。

②学校訪問や地区ミー
ティングを開催し、ボラン
ティア人材不足の学校に
対して、東京都教育支援
機構TEPROの紹介や他
校の実践事例の紹介を
することにより、町田市全
体での地域学校協働活
動の活性化につなげま
す。

①各学校の地域学校協働本部の協力体制が
より強固になるよう、地区ミーティング内で、各
学校での教員とボランティアコーディネーター
の連携状況について好事例紹介、抱えている
課題についての意見交流等を行いました。

②地域学校協働本部が主体となって、全校が
教育活動時間中の地域学校協働活動を実施
できました。なお、中学校においては全校が
放課後における地域学校協働活動も実施す
ることができました。

①62校

②82件
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①②
・学校間で取り組み
に差があるため、定
期的な学校訪問に
よる相談受付等に
取り組み、地域学
校協働活動の充実
を図っていきます。
・学校と地域が持続
的に連携・協働でき
るよう、双方の交流
の場となる学校支
援連絡会を実施し
ます。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き業務の効
率化を図り、年次有
給休暇を取得しや
すい環境の整備を
進めます。

8 - 業務の効率化
オンライン会議やテレワークの推進、単純作業の外
部依頼等による業務見直しを行い、年次有給休暇
の取得日数を促進します。

１人あたりの年次有給休
暇取得日数（4月～12
月）
※指導主事含む

引き続き、オンライン会
議の推進やテレワークの
推進等、業務の見直しを
行います。また、定期的
に年次有給休暇の計画
的な取得を呼びかけま
す。

単純作業を外部に依頼するとともに、朝礼等
で計画的に休暇を取得するよう定期的に呼び
かけたことで、職員の意識が高まり、目標の日
数を達成することができました。

平均13.2日平均13日以上 △

単純作業を外部に依頼するととも
に、夏季休暇の取得を含め、年次
有給休暇の計画的な取得を呼びか
けました。テレワークの実施回数は
課全体で28回、１人あたりの年次有
給休暇取得日数は、7.75日でし
た。



順
位

進
捗
状
況

評
価

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

次年度以降も引き
続き委員会を開催
し、プロジェクト内容
の進捗について検
討を継続します。

4 -
不登校児童・
生徒の学習機
会の確保

①町田市内の不登校児童・生徒の支援を推進する
ため、不登校児童・生徒が通う不登校特例校学び
の多様化学校の2025年度開設に向けての準備を
進めます。

②町田市内の不登校児童・生徒の支援を推進する
ため、2024年度の分室開設に向けた準備を進めま
す。

※2023年8月31日付けで文部科学省が「不登校特
例校」という名称を「学びの多様化学校」という新た
な名称としたことに合わせるため修正します。

①他自治体の特例校の
視察

②分室候補となる施設の
選定

①完了

②完了
○

①視察対象となる自治体を選定し
ました。

②分室候補となる施設についての
選定が終了しました。

①視察対象の自治体と
の交渉を行い、早期の視
察を実施します。

②分室の開設に向けて、
近隣の学校や保護者に
向けての周知を行いま
す。

①世田谷区の分教室型学びの多様化学校
「ねいろ教室」を1月に視察しました。視察内
容を踏まえて、分教室型学びの多様化学校
開設のための具体的なプロセスについて検討
しました。また、2025年度の分教室型学びの
多様化学校の開設に向けての実施起案を行
いました。

②教育支援センター分室を小山市民センター
にて2024年4月より開設することとなりました。2
月の校長会で学校周知を行い、その後に現
在教育支援センターを利用している該当地域
の保護者にも周知しました。また、2023年9月
より校内教育支援センターを市内4つの中学
校で開設し、新たな不登校生徒の学びの場を
整備しました。

①視察の実施
完了

②教育支援セ
ンター分室施
設の選定完了
及び市内4校
での校内教育
支援センター
の開設

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①分教室型学びの
多様化学校開設に
向けて、必要な手
続きを進めていきま
す。

②教育支援セン
ター分室を運営す
るにあたっての課題
（入室受付や学校
連携の仕方等）を
引き続き検討してい
きます。

町田市不登校施策検討委員会を
開催し、素案について検討しまし
た。なお、プランの名称については
「町田市不登校児童・生徒支援アク
ションプラン」「学びの多様化プロ
ジェクト2024-2028」とすることとしま
した。

原案を作成し、１１月に
開催する第3回不登校施
策検討委員会で検討を
行います。

11月の不登校施策検討委員会において原案
の検討及び名称の変更を行い、名称につい
ては「学びの多様化プロジェクト2024-2028」と
して策定しました。12月の文教社会常任委員
会において行政報告をし、同月末にホーム
ページ上にて公開しました。

策定完了

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

学級開設後につい
ても、小山中学校と
密に連携を図り、生
徒の状況に応じて
継続して環境整備
に努めていく必要
があります。

2

個
別
計
画

第3期町田市
特別支援教育
推進計画の策
定・推進

特別な支援を必要とする児童・生徒の自己実現を
支援するため、2024年度から5ヶ年の「第3期町田
市特別支援教育推進計画」を策定します。

計画策定 策定 ○
・町田市特別支援教育推進計画検
討委員会及び作業部会を開催し、
計画素案を作成しています。

・計画素案を作成し、市
民からの意見を反映し、
2月に計画策定を完了す
る予定です。計画につい
ては、市民に公表周知を
します。

・検討委員会を年間4回・作業部会を年間14
回実施しました。また、計画だけでなく、通常
の学級教員向けに実践的なハンドブックを作
成しました。
・12月に市民・学校教員等を対象に計画案に
対する意見募集を行い、その結果を反映しま
した。

計画策定完了

通常の学級教
員向け特別支
援教育ハンド
ブック作成

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

市民に広く周知で
きるよう周知方法を
さらに検討していき
ます。

1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

特別支援学級
（自閉症・情緒
障がい学級又
は知的障がい
学級）の整備

市内全域から指定の学校に通えるよう、地域の事
情を踏まえ、未整備である中学校に対し、知的障
がい特別支援学級1校を整備します。

特別支援学級の整備実
施校数

計画
類型

・2024年度に知的障がい特別支援
学級開設予定の小山中学校と打合
せを重ね、教室整備の工事箇所及
び内容の現地調査を完了しまし
た。
・対象地域の児童生徒向けに新規
学級開設のリーフレットを配布しま
した。

・学校と調整しながら工
事を実施します。
・消耗品、備品について
も、購入整備を進めてい
きます。
・対象地域の保護者向け
に説明会を開催します。

・工事の実施及び消耗品・備品の納品が年度
内に全て完了しました。
・小山中学校で保護者向けに特別支援学級
開設にかかる説明会を実施しました。

1校
（小山中学校）

1校 ○

3 -

不登校支援ア
クションプラン
「学びの多様
化プロジェクト
2024-2028」の
策定
※不登校施策
検討委員会で
の提案を受け
て修正しま
す。

町田市内の不登校児童・生徒の支援を推進するた
め、2024年度からの第1期不登校支援アクションプ
ラン「学びの多様化プロジェクト2024-2028」を策定
します。

策定 策定完了 ○

部課名 学校教育部教育センター

課の使命 ・教育上の課題を抱える子ども、保護者及び教育関係者への支援を行い、子どもの健全な成長を図ります。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

センター内の連携体制を
強化しながら、業務の効
率化、業務の平準化に
努め、年次有給休暇の
取得日数の増加を図りま
す。

ビジネスチャットを活用した情報共有の活性
化、業務の効率化や業務分担の平準化によ
り、休暇を取得しやすい職場環境を整備しま
した。
12月末時点での職員1人当たりの年次有給休
暇取得日数は11.1日です。このペースでいく
と年度末時点では職員1人当たりの年次有給
休暇取得日数は14.8日になります。

14.8日/人
（見込み）

14日以上/人 △
9月末時点の１人当たり年次有給休
暇取得日数は、5.3日です。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、業務の効
率化、業務分担の
平準化を図り、職員
間の情報共有・連
携を強化しながら
ワークライフバラン
スの実現を目指しま
す。

8 -
ワーク・ライフ・
バランスの実
現

業務の効率化や業務分担を平準化するとともに、
ビジネスチャットを活用した情報共有・連携を行い、
年次有給休暇の取得しやすい環境を整備します。

年次有給休暇取得日数

残りの小中学校に巡回を
実施し、今年度中に全62
校で出前講座を実施しま
す。

・年度末までに小中学校全62校にスクール
ソーシャルワーカーを派遣し、出前講座を実
施しました。
・派遣依頼が増加しておりますが、各学校と連
携を図りながら対応しました。

62校 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

スクールソーシャル
ワーカーの活用に
当たる基準を明確
にするためのガイド
ラインを作成する必
要があります。

7 -

科学教育セン
ター講座内容
の充実
（STEAM教育
の視点）

STEAM教育の視点に立った講座を開催します。ま
た、外部人材や専門家と連携しながら科学的思考
力や想像力を育成していきます。

※STEAM教育：各教科等での学習を実社会での
問題発見・解決に活かしていくための教科横断的
な学習

講座開催回数
小学校1回
中学校1回

○
8月24日に中学校で横浜国立大学
と連携したエネルギーに関する講
座を実施しました。

小学校では、サレジオ工
業高等専門学校が主催
する「STEAM教育体験」
講座の実施します。

小学校児童を対象にサレジオ高等専門学校
でSTEAM教育体験を行いました。パソコンを
活用し、数字や数式を用いて数学的に、物の
形を表現するソフトを使って3Ｄモデリングを
行ったり、大きな実験装置で、磁力や電流を
体験しながらリニアモーターカーの原理を学
ぶ等、ＳＴＥＡＭ教育の視点での体験学習を
行いました。
また、本格的な二足歩行ロボットを使ったプロ
グラミング講座も実施しました。

小学校2回
中学校1回

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

計画的な実施がで
きるように、今後の
推進の仕方を検討
してまいります。

6

個
別
計
画

スクールソー
シャルワー
カー事業によ
る支援の充実

児童生徒が抱える課題について、関係する機関と
連携して対応するため、スクールソーシャルワー
カーを派遣します。

出前講座の実施校数 62校 ○
7月末までに各学校へ巡回し、小学
校26校、中学校8校で出前講座を
実施しました。

5 -

帰国・外国籍
児童生徒等へ
の日本語指導
の充実

日本語能力が不十分な児童・生徒への日本語指
導の体制を強化するため、近隣の大学との連携を
図ります。

近隣大学との連携校数 1校 ○

桜美林大学のリベラルアーツ学群
准教授を講師として、8月1日に日
本語指導員及び学校の教員に向
けた研修を実施しました。

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

計画的な実施をす
るために2024年度
より関係者会議を
開催していく予定で
す。

さらなる連携内容につい
ても検討していきます。

国士館大学と、言語に関係なく、帰国子女・
外国籍児童も対象に参加できるイベントの企
画について検討しました。また、国士舘大学
体育学部の先生方と情報交換しながら、ス
ポーツイベントの開催に対して大学と連携を
図りました。

2校
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